
2024．7．31 

★会員以外のどなたでも参加できます  
公益社団法人 京橋法人会・日本橋法人会 セミナーのご案内(オンライン併設)  

   

   

 

 

令和 5 年度税制改正では、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、

相続税・贈与税に大きな見直しがあったところであり、令和 6 年度においては、暦年課税にお

ける相続時の贈与課税も、３年から７年に向けて動き出しています。  

そこで、本セミナーでは、相続税の申告が必要となる方を対象に、絵と図表を使って相続税や

事業承継の対策をわかりやすく解説します。 

参加をご希望の方は、京橋法人会ＨＰ (kyobashi-houjinkai.com)から、あるいは

下部申込書にご記入の上、ＦＡＸでお申込みください。オンライン参加の申込みは京橋法人会ＨＰから、

お申込みください（限定 100 アカウント：申込期限１０月１８日(金)）。なお、会場参加に際しまして

は、申込書写しをご持参願います。【ご記入いただいた個人情報は、当研修会の整理以外には利用いたしません】  
 

締切の場合は当会よりお断りのご連絡いたしますが、定員内のお申込みの方へは、とくにご連絡をいたしま

せんので、当日直接ご来場下さい。 

                                       

●日 時  2024 年１０月２９日(火)  午後１時３０分～４時 

 

●場 所  銀座ブロッサム ７階         

中央区銀座２－１５－６  

 

●講 師  東京税理士会京橋支部所属 

        税理士 曽宮 崇広 氏 

●会場定員 6０名(先着順) 

 

●参加費     
●会場参加 

当日受付でお支払い願います 

会 員 無 料 

非会員 ３，０００円（1名） 

●オンライン参加 

お申込後に振込口座のご案内

をいたします 

会 員 １，０００円（1名） 

非会員 ３，０００円（1名） 

●申込書送付先 公益社団法人 京橋法人会 事務局 FAX ０３－３５２３－２０３３  

お問合せ TEL ０３―３５２３－２０３０ 

 

2024.10.29開催『相続 事業承継 成功のツボ』参加申込書  日本橋法人会会員・一般〔いずれかに○〕 
                                       

法 人 名                              
 

参加者名                              
 

連絡先 TEL                     

会場案内図 

特別説明会  
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https://www.kyobashi-houjinkai.com/%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A

